
｢非常事態｣となっている福島第一原子力発電所の汚染水問題について国

が全面的に責任を持ち政府直轄で解決することを求める意見書 

 

今、福島第一原子力発電所敷地内では毎日１０００トンもの地下水が流れ込み、

一日推計３００トンの汚染水が海洋に流出するという深刻な事態になっている。こ

れまで基準値内と発表していたトリチウム（３重水素）が観測用井戸から採取した

水から、基準値を超える高濃度汚染水が検出されていることは重大である。このよ

うな事態の中で県内漁業の試験操業の延期を余儀なくされ、町民のみならず多くの

県民、国民が原発事故の影響を不安に思っている。 

ところが安倍総理は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）総会のプレゼンテーショ

ンで「状況はコントロールされている」「影響は港湾内で完全にブロックされてい

る」「将来も健康に問題はないと約束する」「必ず責任を完全に果たす」などと述べ

た。 

しかし、安倍総理の発言は事実に反する重大な問題があると考える。 

一つは、現実には地上タンクからは、大量の高濃度汚染水が漏れ、地下水を汚染

し、湾内に流出し、汚染水が防波堤の開口から外海へ流出していることは誰の目に

も明らかである。したがって「コントロール」「完全にブロック」などされていな

いということ。 

二つは、原発避難は「健康に問題はない」どころか、原発事故から２年半が過ぎ

た今でも「震災関連死」は浪江町だけでも２９０名を超え、県内では１，４５９名

になり原発事故関連死はいまも増え続けている。また放射線被ばくによる健康被害

は被災町民のみならず県民、国民の大きな不安となっている。 

我々被災者が先の見えない避難生活に息苦しい日々を送っていることを「知らな

い」のなら、「現場の声」を真摯に聞くべきである。復興が遅々として進まない現

状を見るとき、福島をあまりにも軽視する政府、東電に憤りを禁じ得ないと同時に、

安倍首相の無責任な発言に強く抗議するものである。 

よって、政府は汚染水対策を国際公約した以上、東電任せにすることなく「非常

事態」という認識を持ち、事故収束宣言を撤回し、政府が全責任を持ち、解決する

よう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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